
下関市上下水道局請負工事成績評定要領  

 

（目的）  

第１条  この要領は、上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）

が発注する請負工事の成績評定（以下「評定」という。）に関して必

要な事項を定め、公正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者

の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。  

（評定の対象）  

第２条  評定の対象は、全ての請負工事とする。  

（評定者）  

第３条  評定を行う者は、下関市上下水道局工事執行規程第１０条第

１項に定める監督職員並びに下関市上下水道局会計規程第２０１条

第１項に定める工事検査員及び工事検査職員とする。  

（評定の実施時期）  

第４条  評定の実施時期は、次の各号に定めるときとする。  

（１）監督職員にあっては、受注者から工事完成届が提出され、請

負工事が完成したとき。  

（２）工事検査員にあっては、中間技術検査及び完成検査を実施し

たとき。  

（３）工事検査職員にあっては、完成検査を実施したとき。  

（評定の方法）  

第５条  評定の方法は、次の各号に定めるとおりとする。  

（１）下関市上下水道局請負工事検査要綱（以下「検査要綱」とい

う。）第５条に規定する検査員工事については、考査項目別運用

表（別紙１）、「施工プロセス」のチェックリスト（別紙３）及

び出来形及び品質のばらつきの考え方（別紙４）により行うも

のとする。  

（２）検査要綱第７条に規定する検査職員工事については、考査項

目別運用表［小規模工事］（別紙２）、「施工プロセス」のチェッ

クリスト（別紙３）及び出来形及び品質のばらつきの考え方（別



紙４）により行うものとする。  

（評定結果の回付）  

第６条  工事検査員は、完成検査に伴う評定を完了したときは、速や

かに当該評定について、工事検査調書に工事成績採点表（工事検査

員）（様式第１号）及び細目別評定点採点表（工事検査員）（様式第

２号）を添付し、経営管理課長に報告した後、工事を担当する課、

センタ―及び事務所の長（以下「工事担当課所長」という。）に回付

しなければならない。  

２  工事検査職員は、評定を完了したときは、速やかに当該評定につ

いて、工事検査調書に工事成績採点表（工事検査職員）（様式第３号）

及び細目別評定点採点表（工事検査職員）（様式第４号）を添付し、

工事担当課所長に回付しなければならない。  

（評定結果の通知）  

第７条  工事担当課所長は、前条第１項又は第２項の回付を受けたと

きは、速やかに、当該評定について、工事成績評定通知書（様式第

５号）及び項目別評定点（別紙５）により、受注者に通知しなけれ

ばならない。  

２  工事担当課所長は、６０点未満の評定を受注者に通知する際は、

受注者に対して改善計画書の提出を求めるものとする。  

（評定結果に対する説明の請求）  

第８条  前条の通知を受けた受注者は、通知を受けた日から１４日以

内に、管理者に対して、当該評定の内容について書面により説明を

求めることができる。  

２  前項の説明の請求に対する問合せ先は、工事を担当する課、セン

タ―及び事務所とする。  

（評定結果に対する説明の責務）  

第９条  管理者は、前条第１項に定める説明の請求があったときは、

請求を受けた日から１４日以内に、当該評定に係る説明を行わなけ

ればならない。  

２  前項の説明に関する対応は、工事担当課所長が行うものとする。  



（共同企業体に対する評定）  

第１０条  共同企業体の請負工事に係る評定については、当該共同企

業体のほか、当該共同企業体の各構成員に対しても当該請負工事の

評価をしたものとみなす。  

（評定点等の公表）  

第１１条  工事担当課所長は、請負代金額が５００万円以上の工事に

ついて、第８条の規定による説明請求に対する回答（説明請求がな

い場合にあっては、第７条の規定による通知を受注者が受けた日か

ら１４日を過ぎた日）後、速やかに工事成績評定点等の公表を行う

ものとする。なお、公表期間は６月とする。  

２  工事成績評定点等の公表は、工事担当課所長から経営管理課長に

提出された項目別評定点（別紙６）により行う。  

（公表の方法等）  

第１２条  前条の工事成績評定点等の公表の方法は、閲覧方式により

行う。  

２  前項の閲覧の窓口は経営管理課とする。  

 

附  則  

 この要領は、平成２３年９月１日から施行し、平成２３年４月１日

以降に告示若しくは指名通知した請負工事で、平成２３年９月１日以

降に行う評定から適用する。  

  附  則  

この要領は、平成２４年４月１日から施行し、平成２３年４月１日

以降に告示若しくは指名通知した請負工事で、平成２４年４月１日以

降に行う評定から適用する。  

附  則  

この要領は、平成２６年４月１日から施行し、同日以降に契約を締

結した請負工事の評定から適用する。  

附  則  

この要領は、平成２８年１０月１日から施行し、同日以降に検査を



実施する請負工事の評定から適用する。  

附  則  

この要領は、平成２９年４月１日から施行し、同日以降に契約を締

結した請負工事の評定から適用する。  

附  則  

この要領は、平成３１年４月１日から施行し、同日以降に行う評定

から適用する。  

附  則  

この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以降に行う評定か

ら適用する。  

附  則  

この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以降に行う評定か

ら適用する。  


